事務連絡
平成30年9月13日

居宅介護支援事業所　各位

安芸市市民課介護保険係　　　


一定回数以上の訪問介護（生活援助中心型サービス）を位置づけたケアプランの届出について

初秋の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
日ごろは安芸市介護保険行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。
さて、別添の平成30年5月10日付け老振発0510第1号の通知のとおり、平成30年10月1日より、ケアプランに一定回数以上の訪問介護（生活援助中心型サービス）を位置づけた場合に、当該ケアプランを市町村に届け出ることが義務付けられました。
[bookmark: _GoBack]つきましては、平成30年10月1日以降、ケアプランに一定回数を越える訪問介護（生活援助中心型サービス）を位置づけた場合は、以下のとおり提出をお願いします。

記

1 　対象となるケアプラン
　訪問介護のうち生活援助中心型サービスについて、要介護度区分に応じそれぞれ1月あたり以下の回数以上を位置づけたケアプラン
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2 　提出書類
　居宅サービス計画書　第1表～第4表、第6表、第7表

3　 その他留意事項
　提出対象となったケアプランについては、市町村が地域ケア会議の開催等により検証を行うこととされています。後日安芸市地域ケア会議への出席依頼をするので、ご協力をお願いします。【提出・お問い合わせ先】
安芸市市民課介護保険係
TEL：0887（35）1003
FAX：0887（35）1555

